
 
 

市役所等⾃治体や税務署、⾦融機関職員などを名乗り、税⾦や保険料、医療費の過払い⾦

や未払いの年⾦があるなどの内容で電話をかけ、取引⾦融機関を確認したうえで ATM に誘導

し、犯⼈側の⼝座にお⾦を振り込ませる詐欺（還付⾦詐欺）が多数発⽣しております。 

 犯⼈は、「事前に還付⾦の案内を送付した」、「本日が期限である」といった話法でお客様

の警戒⼼を解いて⼿続きを急がせ、⾦融機関窓⼝の時間外や取引⾦融機関以外の ATM に誘導

するなどの⼿⼝で詐欺を実⾏しています。 

 このような電話があった場合は、家族や警察、当⾦庫までご連絡ください。 

 

「還付⾦がある」、「ATM で手続きができる」は詐欺のため十分注意してください。

 

⾃治体や⾦融機関職員を名乗った詐欺にご注意ください 


